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○水循環保全条例解釈基準（開発行為の届出）

第 18 条第１項 届出が必要な行為、届出事項

１ 土石の採取その他の規則で定める土地の形質の変更

「土石の採取その他の規則で定める土地の形質の変更」は、施行規則第５条第１項に規定されて

いる行為をいう。

①土石の採取：土石（砂利を含む）を採ること

②鉱物の掘採：鉱物（岩石を含む）を採ること

③樹根の採掘：樹木を根ごと掘り採ること、又は根株を掘り採ること

④土地の掘削：平坦な土地を掘ること

⑤切 土：土地を削り取り、平坦にしたり、周囲より低く造成したりすること

⑥埋 立 て：周辺地盤より低い窪地等を埋め立てること

⑦盛 土：周辺地盤より高くなるよう土砂等を盛り、その形状の変更の予定がないもの

⑧開 墾：山野を切り開いて耕地にすること

⑨宅地の造成：宅地以外の土地を宅地にすること、又は宅地の土地の形質を変更すること

第 16 条第１項の水源保全地域内において、土石の採取その他の規則で定める土地の形質の変更

又は地下水を採取するための設備の設置その他の行為で規則で定めるもの（以下「開発行為」と

いう｡)を行おうとする者は、当該開発行為に着手しようとする日の２月前までに、規則で定める

ところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

(1) 開発行為を行おうとする者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び

主たる事務所の所在地）

(2) 開発行為を行おうとする土地の区域の位置及び規模

(3) 開発行為の内容

(4) 健全な水循環を保全するために講ずる措置

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

（規則第５条第１項）

条例第 18 条第１項の規則で定める土地の形質の変更は、土石の採取、鉱物の掘採、樹根の採

掘、土地の掘削、切土、埋立て、盛土、開墾及び宅地の造成とする。

樹根の採掘 立木竹の伐採

土地の掘削 切土

埋立て 盛土
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２ 地下水を採取するための設備の設置その他の行為で規則で定めるもの

(1) 「地下水を採取するための設備の設置その他の行為で規則で定めるもの」は、施行規則第５

条第２項に規定されている行為をいう。

(2) 「地下水又は地表水を取水するための設備」は、以下のものをいう。

・地下水を汲み上げる井戸並びにポンプ設備等及び付帯設備

・地表水を取水するための取水工（堰、取水口等）、貯水池、用水路等

３ 開発行為に着手しようとする日の２月前まで

(1) 着手とは、条例第 18 条第１項に規定する行為を開始することをいい、当該行為を実施する

ための準備（起工測量や現地調査等）を開始することではない。

(2) 「２月前」とは、２月前の応当する日。ただし、以下の場合はこの限りではない。

・応当する日が閉庁日（土・日・祝日及び年末年始）の場合は、直後の開庁日

・応当する日が存在しない場合は、２月前の月の末日

表１ ２月前の例

４ 規則で定めるところにより、次に定める事項を知事に届け出なければならない

(1) 水源保全地域内開発行為届出書（様式第３号）を１部提出する。

（規則第５条第２項）

条例第 18 条第１項に規定する規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 地下水又は地表水を取水するための設備の設置

(2) 建物その他の工作物の新築、改築又は増築

(3) 立木竹の伐採

着手予定日 提出期限 考え方

令和５年 12 月５日(火) 令和５年 10 月 ５日(木) ２月前の応当日（原則）

令和５年 12 月１日(金) 令和５年 10 月 ２日(月)

２月前の応当日が閉庁日の場
合は、直後の開庁日令和６年２月 29 日(木)

～３月 ３日(月)
令和６年 １月 ４日(木)

令和６年１月 31 日(水) 令和５年 11 月 30 日(木)

２月前の応当日が存在しない
場合は、２月前の月の末日

令和６年４月 30 日(火) 令和６年 ２月 29 日(木)

令和７年４月 29 日(火)
～４月 30 日(水)

令和７年 ２月 28 日(金)

（規則第５条第３項）

条例第 18 条第１項の規定による届出は、水源保全地域内開発行為届出書（様式第３号）を

提出して行うものとする。
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(2) 条例第 18 条第１項第５号の「規則で定める事項」は、以下のとおり。

(3) 届出書には、①から⑩までの書類をそれぞれ２部添付する。

①水源保全地域内開発行為概要書（様式第４号）

公告・縦覧用の書類として使用するもの

②水源保全地域内開発行為に係る健全な水循環の保全措置計画書（様式第５号）

工事中及び工事後に生じうる影響、影響軽減のための対策を具体的に記載すること

③開発区域の位置を明らかにした縮尺５万分の１以上の地形図

地図等（道路地図等も可）に、開発行為を行う土地の位置を記載したもの

※1/50,000 より詳細で、開発を行う位置及び範囲が特定できるものとすること

④開発区域及びその付近の状況(現況)を明らかにした縮尺 5,000 分の１以上の概況図

下記のいずれかの方法により作成した図面

ア 空撮写真（ドローン等で独自に撮影したものも可）

イ 地図等に現況写真を貼り付けたもの

※イの場合、写真の撮影地点が分かるよう図中に示すこと

⑤天然色写真

全景及び主な箇所を撮影したもの

ア 地表面の状況が把握できるものとすること

イ 主な箇所の写真には、簡単な施行後のイメージ図を示すこと

（規則第５条第５項）

条例第 18 条第１項第５号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開発行為の目的

(2) 開発行為を行おうとする土地の地目

(3) 開発行為を行おうとする者が法人である場合にあっては、担当者の氏名及び職名並び

に連絡先の電話番号

(4) 開発行為の着手及び完了の予定年月日

(5) 開発区域の周辺地域の住民に対する開発行為の周知の方法

（規則第５条第４項）

前項に規定する届出書には、次に掲げる書類を２部添付するものとする。

(1) 水源保全地域内開発行為概要書（様式第４号）

(2) 水源保全地域内開発行為に係る健全な水循環の保全措置計画書（様式第５号）

(3) 開発行為を行おうとする土地の区域（以下「開発区域」という｡)の位置を明らかにした

縮尺５万分の１以上の地形図

(4) 開発区域及びその付近の状況を明らかにした縮尺 5,000 分の１以上の概況図及び天然

色写真

(5) 開発行為の施行方法を明らかにした縮尺 1,000 分の１以上の平面図、立面図、断面図及

び構造図並びに開発行為の施行方法を示した書類

(6) 開発行為が完了した時における開発区域及びその付近の地形図及び柱状断面図又は地

質断面図並びに植生の復元に関する計画を明らかにした縮尺 1,000 分の１以上の図面
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⑥開発行為の施行方法を明らかにした縮尺 1,000 分の１以上の平面図、立面図、断面図及び構造図

本体工事に係るもので、施行内容を明確にした図面

※立面図及び構造図は、「地下水又は地表水を取水するための設備の設置」又は「建物そ

の他の工作物の新築、改築又は増築」を行う場合のみ必要

⑦開発行為の施行方法を示した書類

工事計画（工期、工程）及び工事方法を示す資料又は図面であり、以下に例示するもの等

ア 工程表、施工計画書等(写し可)

イ 河川や地下水に影響が生じるおそれのある水替工や河川締切等の仮設構造物や、伐採

範囲等を示す図面

⑧開発行為が完了した時における開発区域及びその付近の地形図

土工横断面図、３次元図面等、開発後の地形が分るもの

⑨柱状断面図又は地質断面図

地下水の状況を把握できる図面

ア 地下水取水設備を設置する場合及び重要構造物※1 を設置する場合以外は添付不要

イ 近隣で過去に実施したボーリング調査の柱状断面図※2、地質断面図を添付してもよい

ウ ボーリング調査を実施しておらず、かつイに示すいずれの図面も準備することが困難

な場合は、水資源課に相談すること

※1 重要構造物

※2 近隣のボーリングデータを活用する場合、静岡地質情報マップからダウンロード可能

https://www.gis.pref.shizuoka.jp/?z=10&ll=35.185871%2C138.461567&t=roadmap&

mp=2&op=70&vlf=-1

⑩植生の復元に関する計画を明らかにした縮尺 1,000 分の１以上の図面

立木竹の伐採又は植生の移植等を伴わない場合は添付不要(作成例は p.30 参照)

(4) 届出の方法としては以下の３つがある。

ア 静岡県くらし・環境部環境局水資源課に届出書を持参（届出書は１部、添付書類は各２部）

イ 静岡県くらし・環境部環境局水資源課に届出書を郵送（届出書は１部、添付書類は各２部）

郵便番号：420-8601

所 在 地：静岡県静岡市葵区追手町９番６号（静岡県庁西館６階）

ウ ふじのくに電子申請サービスで入力

https://www.pref.shizuoka.jp/kurashikankyo/suido/suishigen/1052286/1055270.ht

ml#group2

①高さが５ｍ以上の鉄筋コンクリート擁壁

②内空断面積が 25m2 以上の鉄筋コンクリートカルバート類

③橋梁上・下部工

④トンネル

⑤高さが３ｍ以上の堰・水門・樋門

※⑥～⑩のうち全部又は一部を、一つの図面にまとめてもよい

この場合、各図面が⑥～⑩のどの書類に該当するのかを明確にすること
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第 18 条第２項 届出が不要となる場合（適用除外）

１ 国又は地方公共団体

(1) 地方公共団体は、普通地方公共団体（都道府県、市町村）及び特別地方公共団体（特別区、

地方公共団体の組合※1、財産区）である。

(2) 公社、認可法人、独立行政法人、特殊法人※2 は、国又は地方公共団体ではない。

※1…地方自治法第 284 条第 3 項の一部事務組合等

https://www.pref.shizuoka.jp/kensei/shichozaisei/1040993/1012120.html

※2…総務省の「所管府省別特殊法人一覧」に記載された法人(令和５年４月１日時点：34 法人)

https://www.soumu.go.jp/main_content/000876791.pdf

２ 非常災害のために必要な応急措置

非常災害に伴い、当面の被害拡大の抑止や機能維持のために必要な以下のような行為をいう。

(1)破損した施設等の原型復旧

(2)崩落した土砂等の復旧又は撤去

(3)二次災害又は施設の再度の被災を防止するための新たな施設の設置又は現施設の増強

(4)被災箇所の迂回のための通行路の整備

３ 森林法第 10 条の２第１項の許可その他の法令又は条例に基づく許可等の処分又は届出等の行為

を要する開発行為

表２のとおり。

４ 農業、林業又は漁業を営むために開発行為を行う場合

農業、林業又は漁業を営むために直接必要な開発行為を行う場合をいい、以下に示す開発行為を

行う場合が該当する。

(1) 土地の形質の変更のうち、以下に該当するものをいう。

ア 農地造成又はほ場整備のための土地の形質の変更

イ 農道、林道等（作業道を含む）の整備のための土地の形質の変更

(2) 地下水又は地表水を取水するための設備の設置のうち、以下に該当するものをいう。

ア 農業用水として利用する採水設備の整備

イ 養魚用水として利用する採水設備の整備

前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。

(1) 国又は地方公共団体が開発行為を行う場合

(2) 非常災害のために必要な応急措置として開発行為を行う場合

(3) 森林法（昭和 26 年法律第 249 号）第 10 条の２第１項の許可その他の法令又は条例に基づく

許可等の処分又は届出等の行為を要する開発行為であって規則で定めるものを行う場合

(4) 農業、林業又は漁業を営むために開発行為を行う場合

(5) 自己の居住の用に供する住宅の新築、増築、改築、移転又は撤去のために開発行為を行う場

合

(6) 前各号に掲げる場合のほか、規則で定める場合
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(3) 工作物の新築、改築及び増築のうち、以下に該当するものをいう。

ア 生産活動に使用する資機材を収納し、又は生産物を保存するための倉庫等の設置

イ 農道、林道等（作業道を含む）の舗装及び付帯構造物の設置

ウ 農業用用排水施設の設置

エ 漁業のための船舶係留施設等の整備

オ 農林漁業の被害を防止する擁壁、土留等の整備

カ 漁場保全のための森づくりに係る砂防施設等の整備

(4) 立木竹の伐採のうち、以下に該当するものをいう。

ア (1)から(3)の行為に伴う立木竹の伐採

イ 木材生産又は森林の更新のための伐採

ウ 樹木の育成のための間伐

※(1)から(4)以外で、「農業、林業又は漁業を営むために開発行為を行う場合」に該当すると認

められる可能性のある場合については、静岡県くらし・環境部環境局水資源課に確認すること。

５ 自己の居住の用に供する住宅の新築、増築、改築、移転又は撤去

(1) 自己の居住の用に供する住宅とは、自らの生活の本拠として使用するものをいう。

(2) 住宅の敷地内に存在する簡易な工作物（倉庫、駐車場等）はこれに含む。

(3) 別荘、賃貸住宅、店舗兼住宅はこれに含まない。

６ 規則で定める場合

(1) 施行規則第５条第７項に規定する以下の場合をいう。

(2) 第１号の「対象事業」は、環境影響評価法第２条２項の第一種事業及び同条第３項の第二種

事業（第４条第３項第１号の措置がとられたもの）をいう。

(3) 第２号の「協定」は、自然環境保全協定をいう。

(4) 第３号の「対象事業」は、環境影響評価法第２条２項の第１種事業及び同条第３項の第２種

事業（第８条第３項第１号の措置がとられたもの）をいう。

(5) 第４号の「産業廃棄物処理施設等」は、産業廃棄物処理施設及び肥料飼料製造処理施設(静

岡県産業廃棄物の適正な処理に関する条例施行規則第２条に規定するものに限る)をいう。

(6) 第５号の「電柱、標識、柵、観測設備、消防設備」は表３、「これらに類する軽易な工作物

(例)」は、表４のとおり。

(7) 第６号の「建物その他の工作物の補修その他の通常の管理行為(例)」は表５のとおり。

（規則第５条第７項）

条例第 18 条第２項第６号の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 環境影響評価法（平成９年法律第 81 号）第２条第４項に規定する対象事業に該当する

開発行為を行う場合

(2) 静岡県自然環境保全条例第 24条第１項の協定を締結して開発行為を行う場合

(3) 静岡県環境影響評価条例（平成 11 年静岡県条例第 36 号）第２条第４項に規定する対象

事業に該当する開発行為を行う場合

(4) 静岡県産業廃棄物の適正な処理に関する条例（平成 19年静岡県条例第 32号）第２条第

５項に規定する産業廃棄物処理施設等の同条例第 20 条第１項に規定する設置等に該当
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する開発行為（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 15 条第１項の許可又は同法第 15

条の２の６第１項に規定する変更の許可を要するものを除く｡)を行う場合

(5) 電柱、標識、柵、観測設備、消防設備その他これらに類する軽易な工作物の新築、改築

又は増築を行う場合

(6) 建物その他の工作物の補修その他の通常の管理行為を行う場合
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表２ 森林法第 10条の２第１項の許可その他の法令又は条例に基づく許可等の処分又は届出等の

行為を要する開発行為の具体的内容

条文 左記の許可手続等

・森林法第 10 条の２第１項若しくは第 34 条第１項若しくは

第２項の許可又は同法第 10 条の８第１項の規定による届

出（伐採後において当該伐採跡地が森林以外の用途に供さ

れることとなる場合におけるものを除く｡)若しくは同法

第 34条の２第１項若しくは第 34条の３第１項の規定によ

る届出を要する開発行為

民有林開発行為許可

民有林伐採届

保安林伐採許可

保安林土地形質変更許可

保安林択伐届出

保安林間伐届出

・温泉法第３条第１項又は第 11 条第１項の許可を要する開

発行為

土地の掘削の許可

増掘又は動力の装置の許可

・文化財保護法第 43 条第１項若しくは第 125 条第１項の許

可又は同法第 43条の２第１項、第 64条第１項、第 127 条

第１項若しくは第 139 条第１項の規定による届出を要する

開発行為

重要文化財現状変更許可

重要文化財修理届出

登録有形文化財の現状変更の届出

史跡名勝天然記念物現状変更許可

史跡名勝天然記念物復旧届出

重要文化的景観変更届出

・採石法第 33条の認可を要する開発行為 採石採取計画認可

・都市公園法第５条第１項又は第６条第１項の許可を要する

開発行為

都市公園施設設置許可

都市公園占用許可

・自然公園法第 10条第３項の認可、同法第 20 条第３項若し

くは第 21 条第３項の許可又は同法第 20条第６項後段、第

21 条第６項後段若しくは第 33 条第１項の規定による届出

を要する開発行為

国立公園事業の執行認可

特別地域内行為許可

特別保護地区内行為許可

特別地域内行為届出

特別保護地区内行為届出

普通地域内行為届出

・地すべり等防止法第 18 条第１項の許可を要する開発行為 地すべり防止区域内行為許可

・河川法第 20 条の承認又は同法第 25 条、第 26 条第１項、第

27 条第１項、第 55 条第１項、第 57 条第１項、第 58 条の

４第１項若しくは第 58 条の６第１項の許可を要する開発

行為

河川管理者以外工事承認

河川区域内土石等採取許可

河川区域内工作物新築等許可

河川区域内土地掘削等許可

河川保全区域内行為許可

河川予定地内行為許可

河川保全立体区域内行為許可

河川予定立体区域内行為許可

・砂利採取法第 16条の認可を要する開発行為 砂利採取計画認可

・都市計画法第 29 条第１項又は第２項の許可を要する開発

行為

都市計画区域又は準都市計画区域

内若しくは都市計画区域外におけ

る開発行為許可

・急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第７条第１

項の許可又は同条第３項の規定による届出を要する開発

行為

急傾斜地崩壊危険区域内における行為許可

急傾斜地崩壊危険区域内における行為届出

・農業振興地域の整備に関する法律第 15 条の２第１項の許

可を要する開発行為

農用地区域内における開発行為許可

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137

号）第８条第１項又は第 15 条第１項の許可を要する開発

行為

一般廃棄物処理施設設置許可

産業廃棄物処理施設設置許可
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表３ 電柱、標識、柵、観測設備、消防設備

条文 左記の許可手続等

・絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第

37 条第４項の許可又は同条第８項若しくは第 39 条第１項

の規定による届出を要する開発行為

管理地区区域内行為許可

管理地区区域内行為届出

監視地区区域内行為届出

・土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関

する法律第 10 条第１項の許可を要する開発行為

特別警戒区域内の特定開発行為許可

・土壌汚染対策法第 22条第１項の許可を要する開発行為 汚染土壌処理業許可

・鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第

29 条第７項の許可を要する開発行為

特別保護地区区域内行為許可

・津波防災地域づくりに関する法律第 73 条第１項の許可を

要する開発行為

特別警戒区域内の特定開発行為許可

・静岡県文化財保護条例第 12条第１項若しくは第 33条第１

項の許可又は同条例第 13 条第１項の規定による届出を要

する開発行為

指定有形文化財現状変更許可

指定有形文化財修理届出

指定史跡名勝天然記念物現状変更許可

・静岡県立自然公園条例第 10 条第３項の認可、同条例第 19

条第４項の許可又は同条第５項後段若しくは第 29 条第１

項の規定による届出を要する開発行為

公園事業の執行認可

特別地域内行為許可

特別地域内行為届出

普通地域内行為届出

・静岡県自然環境保全条例第 13 条第３項の許可又は同条第

８項若しくは第 15 条第１項の規定による届出を要する開

発行為

特別地区内行為許可

特別地区内行為届出

普通地区内行為届出

・静岡県土採取等規制条例第３条第１項の規定による届出を

要する開発行為

土の採取等計画の届出

・静岡県地下水の採取に関する条例第６条第１項の規定によ

る届出を要する開発行為

規制地域内における揚水設備の設置の届出

・静岡県砂防指定地管理条例第３条第１項又は第９条第１項

の許可を要する開発行為

砂防指定地内行為許可

砂防設備占用等許可

・静岡県希少野生動植物保護条例第 22 条第４項の許可又は

同条第８項若しくは第 24 条第１項の規定による届出を要

する開発行為

管理地区内における行為許可

管理地区内における行為届出

監視地区内における行為届出

・静岡県盛土等の規制に関する条例第９条の許可を要する開

発行為

盛土等の許可

分 類 内 容 備 考

電柱 ・鉄筋コンクリート柱、木柱、鉄柱

（支柱、支線等を含む）

鉄塔を含まない

標識 ・交通標識、警告標識等 広告看板を含まない

柵 ・土地境界柵、防護柵、鳥獣害防止柵等 擁壁を含まない

観測設備 ・気象観測設備、地震観測設備等

消防設備 ・望楼、警鐘台、水路、消火栓、防火水槽等
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表４ これらに類する軽易な工作物（例）

※ 本表に掲げる工作物以外で、「これらに類する軽易な工作物」に該当すると認められる可能性の

ある工作物については、静岡県くらし・環境部環境局水資源課に対して、工作物の構造等を示し

た資料を提示し確認すること。

表５ 建物その他の工作物の補修その他の通常の管理行為（例）

※ 本表に掲げる行為以外で、「通常の管理行為」に該当すると認められる可能性のある行為につい

ては、静岡県くらし・環境部環境局水資源課に対して、行為の態様等を示した資料を提示し確認

すること。

分類 内容

電柱に類するもの ・電線、弱電流電線

・光ファイバーケーブル

・その他これらに類する架空線

（支持物(鉄塔を除く)及び軽易な付帯施設を含む）

標識に類するもの ・測量標

・陸標

・警報機

柵に類するもの ・擁壁（高さ 1.0ｍ程度の軽易なものに限る）

・門扉

・遮断機

観測設備に類するもの ・監視カメラ

・部外者又は動物等の侵入を検知するセンサー

分類 内容

工作物の補修等 ・自然現象、動物その他の外的要因により破損した工作物の

原型復旧

・施設の倒壊防止又は耐震補強

通常の管理行為 ・施設を管理するための立木竹の伐採又は移植

・老朽化等により倒木の危険性がある立木の伐採

・除伐若しくは倒木又は枯損した立木の伐採

・こうぞ、みつまた及びかん木の伐採
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第 18 条第３項～４項 水源保全地域指定の際に着手している(しようとしている)場合

１ 第 16 条第１項の規定による指定の際現に当該指定に係る水源保全地域内において開発行為を行

っている場合

(1) 「第 16 条第１項の規定による指定」には、同条第７項の区域の変更を含む。

(2) 「当該指定に係る水源保全地域内」には、区域の変更により新たに水源保全地域となった区

域を含む。

(3) 「現に開発行為を行っている場合」とは、条例第 18条第１項の着手(p2)をした場合をいう。

２ 第 16条第１項の規定による指定の日から起算して２月を経過する日までの間

「２月を経過する日」とは、２月後の応当する日の前日をいう。２月後の応当する日が存在しな

い場合は、その直前の日とする。なお、期間の末日が土日又は閉庁日であっても、その日までとす

る。

表６ ２月を経過する日までの間の例

３ 「あらかじめ」

通常、「当該土地売買等の開発行為に着手しようとする日の２月前までに」届け出なければな

らないが、水源保全地域の指定（変更）から２月を経過する日までの間に開発行為に着手しよう

とする場合は、２月前までに届け出ることはできないので、本項は、「あらかじめ」届け出るこ

ととしている。いつまでに届け出れば「あらかじめ」届け出ることになるのかについては、表７

に定めるとおりである。

表７ 水源保全地域指定（変更）から２月を経過する日までの間の開発行為の届出期限

（第３項）

第 16 条第１項の規定による指定の際現に当該指定に係る水源保全地域内において開発行為を行

っている場合においては、第１項の規定は、適用しない。

（第４項）

第 16 条第１項の規定による指定の日から起算して２月を経過する日までの間に当該指定に係る

水源保全地域内において開発行為に着手しようとする場合における第１項の規定の適用について

は、同項中「当該開発行為に着手しようとする日の２月前までに」とあるのは、「あらかじめ」と

する。

水源保全地域指定(変更)日 ２月を経過する日までの間

令和５年 12 月１日(金) 令和５年 12 月１日(金)から令和６年１月 31日(水)まで

令和５年 12 月５日(火) 令和５年 12 月５日(火)から令和６年２月４日(日)まで

令和５年 11 月２日(水) 令和５年 11 月２日(水)から令和６年１月１日(月)まで

令和６年７月 31 日(水) 令和６年７月 31 日(水)から令和６年９月 30日(月)まで

水源保全地域指定（変更）日から
開発行為着手日までの日数 ｎ日（初日算入)

期限

ｎ＝ 1 日 指定の日まで

ｎ＝ 2 日以上 15 日以下 開発行為着手日の前日まで

ｎ＝ 16日以上 指定の日から起算して 15日後まで

-11-



第 18 条第５項～第６項 届出後の手続、指導

１ 開発区域の周辺地域の住民及び利害関係人

(1) 周辺地域の住民とは、開発行為を行う区域の属する市町及び隣接する市町の住民をいう。

(2) 利害関係人とは、開発行為を行う区域の土地に関係する者及び開発行為の影響を受ける可

能性のある者をいう。

２ 健全な水循環の見地からの意見書を提出することができる

(1) 健全な水循環の保全の見地からの意見とは、人の活動と環境保全に果たす水の機能が適切

に保たれているかどうかという観点からの意見である。

(2) 意見書には、施行規則第５条第 12項に規定する事項のほか、連絡先（電話番号や電子メー

ルアドレス等）を記載する。

(3) 提出する意見書の様式は任意とし、電子ファイル（ワード、エクセル等）の形式でもよい。

（規則第５条第 10項）

知事は、条例第 18 条第１項又は第７項の規定による届出があったときは、遅滞なく、開発区域

の位置、開発行為の内容、届出年月日及び縦覧場所を公告するとともに、第４項第１号に規定する

概要書及び同項第２号に規定する計画書又は前項第１号に規定する概要書及び同項第２号に規定

する計画書を当該公告の日から 15 日間公衆の縦覧に供するものとする。

（規則第５条第 11項）

前項の規定による公告があったときは、当該公告に係る開発区域の周辺地域の住民及び利害関

係人は、同項に規定する縦覧期間の満了の日までに、知事に健全な水循環の保全の見地からの意見

書を提出することができる。

（規則第５条第 12項）

前項の意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、その名称、代表

者の氏名及び主たる事務所の所在地）

(2) 開発区域の位置

（第５項）

知事は、第１項の規定による届出があったときは、遅滞なく、その内容を関係市町の長に通知し、

健全な水循環の保全の見地からの意見を求めるものとする。

（第６項）

知事は、前項に規定する関係市町の長の意見を勘案し、健全な水循環の保全のために特に必要が

あると認めるときは、第１項の規定による届出をした者に対し、当該届出に係る開発行為に関し必

要な指導を行うものとする。この場合において、知事は、必要があると認めるときは、あらかじめ

審議会の意見を聴くものとする。
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第 18 条第７項 届出内容に変更があった場合

１ 同項各号に掲げる事項に変更があったとき

届出書に記載した開発行為の内容を変更するとき（追加する、又は中止するとき）は、届け出な

ければならない。

ただし、開発行為の着手の年月日及び完了の年月日が届け出た予定年月日より遅くなる場合に

ついては、届け出なくてよいものとする。

２ 届け出なければならない

(1) 水源保全地域内開発行為変更届出書様式第６号を、着手する日までに提出する。

(2) 添付資料の内容に変更があった場合は、変更に係る資料を各２部添付する。

(3) 変更前と変更後の内容がわかるように記載する。（図面は変更箇所を明確に示すこと。）

第１項の規定による届出をした者は、当該届出に係る開発行為に着手する日までの間において同

項各号に掲げる事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、当該届出に係る開発行為

に着手する日までに知事に届け出なければならない。

（規則第５条第８項）

条例第 17 条第７項の規定による届出は、水源保全地域内開発行為変更届出書（様式第６

号）を提出して行うものとする。

（規則第４条第７項）

前項に規定する届出書には、次に掲げる書類を２部添付するものとする。

(1) 水源保全地域内開発行為変更概要書（様式第７号）

(2) 水源保全地域内開発行為に係る健全な水循環の保全措置変更計画書（様式第８号）

(3) 第４項第３号から第６号までに掲げる書類のうち当該変更に係るもの
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記入例

様式第３号（第５条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦型）

水源保全地域内開発行為届出書

令和５年10月10日

静岡県知事 川勝 平太 様

住 所

届出者

氏 名

静岡県○○市、△△町水源保全地域内において開発行為を行うので、静岡県水循環保全条例第18条第１

項の規定により、次のとおり届け出ます。

（注）１ 該当する項目の□にレ印を記入し、括弧内に必要な事項を記入してください。

２ この様式には、次の書類を２部添付してください。

(1) 水源保全地域内開発行為概要書（様式第４号）

(2) 水源保全地域内開発行為に係る健全な水循環の保全措置計画書（様式第５号）

(3) 開発区域の位置を明らかにした縮尺５万分の１以上の地形図（道路地図等の写しでも可）

(4) 開発区域及びその付近の状況（現況）を明らかにした縮尺5,000分の１以上の概況図（森林、

農地等を明示したもの。道路地図等の写しでも可）及び天然色写真（全景及び主な箇所を撮影

したもの）

(5) 開発行為の施行方法を明らかにした縮尺1,000分の１以上の平面図、立面図、断面図及び構

造図並びに開発行為の施行方法を示した書類

(6) 開発行為が完了した時における開発区域及びその付近の地形図及び柱状断面図又は地質断面

図並びに植生の復元に関する計画を明らかにした縮尺1,000分の１以上の図面

開発行為の目的 太陽光発電施設の設置

開発行為を行おう

とする土地の区域

土 地 の 所 在

（地 番）

○○市○○町○○字○○XXXX

△△郡△△町△△字△△XXXX-X
地目

山林

畑
面積 4,500㎡

開発行為の内容 種 類 内 容

☑土地の形質の

変 更

□土石の採取 □鉱物の掘採

採取（掘採）方法 □露天掘 □坑内堀 □その他（ ）

採取（掘採）量

採取（掘採）設備

☑掘削 ☑切土 □埋立て ☑盛土 ☑樹根の採掘

土 量

（樹根の採掘にあって

は、面積）

掘削205㎥、切土1,230㎥、盛土1,612㎥

（樹根の採掘3,500㎡）

□開墾 □宅地の造成

施 行 面 積 ㎡

□地下水等の取

水設備の設置

□地下水 揚水機の吐出口の断面積 ㎠

□地表水 平均１日取水（予定）量 ㎥／日

☑建物その他の

工作物の新築等

□建物 ☑その他の工作物（太陽光発電設備、貯砂池、仮設道路）

☑新築 □改築 □増築

敷 地 面 積 3,500 ㎡

規模及び構造

太陽光ﾊﾟﾈﾙ(合計最大出力150kW) 1,000㎡、

駐車場(砂利舗装)400㎡、貯砂池(素掘)１か所

、仮設道路(ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装、幅3ｍ)延長45ｍ

☑立木竹の伐採

樹 種 スギ、ヒノキ

伐採種別 ☑主伐（☑皆伐 □単木択伐 □群状択伐）□間伐

伐採面積 4,500 ㎡

担 当 者 職・氏名 課長 環境 花子 電話番号 XXXX-XX-XXXX

開発行為の着手の予定年月日 令和６年 ２月 １日

開発行為の完了の予定年月日 令和７年 ３月 31日

開発区域の周辺住民への周知方法

☑説明会の開催（時 期： 令和５年10月１日、令和５年10月15日 ）

□その他 （具体的な方法： ）

□周知しない （理 由： ）

備 考

420-XXXX
静岡市葵区追手町X番X号

水資源株式会社
代表取締役 環境 太郎

開発行為を行う土地の属する市町名を記

入してください。複数市町にまたがる場

合は、すべての市町名を記入すること。

例)掛川市、袋井市、森町水源保全地域

○○施設の建設、○○の採取、○○場の整備等

登記地目を記入すること

土量は体積(㎥)、樹根の採掘は

面積(㎡)で記入

主要な工作物を

記入

工作物が配置される敷地

全体の面積を記入

該当するもの全て

にチェック

該当するもの全て

にチェック

筆数が多い場合、

「別紙参照」とす

ることも可

社用の携帯電話

番号も可

当該開発行為に着手する日

(届出日の２ヵ月以上後の

日付であること)

周辺住民及び関係者への戸別説明、地域

住民を対象にしたワークショップの開催

等、工事内容を具体的に周知するものを

想定している

（交通規制に関するチラシの配布等は

これに当たらない）
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記入例

様式第４号（第５条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦型）

水源保全地域内開発行為概要書

（注） 該当する項目の□にレ印を記入し、括弧内に必要な事項を記入してください。

開発行為の目的 太陽光発電施設の設置

開発行為を行おう

とする土地の区域

土 地 の 所 在

（地 番）

○○市○○町○○字○○XXXX

△△郡△△町△△字△△XXXX-X
地目

山林

畑
面積 4,500㎡

開発行為の内容

種 類 内 容

☑土地の形質の

変更

□土石の採取 □鉱物の掘採

採取（掘採）方法 ☐露天掘 ☐坑内堀 ☐その他（ ）

採取（掘採）量

採取（掘採）設備

☑掘削 ☑切土 □埋立て ☑盛土 ☑樹根の採掘

土 量

（樹根の採掘にあって

は、面積）

掘削205㎥、切土1,230㎥、盛土1,612㎥

（樹根の採掘3,500㎡）

□開墾 □宅地の造成

施 行 面 積 ㎡

☐地下水等の取

水設備の設置

☐地下水 揚水機の吐出口の断面積 ㎠

☐地表水 平均１日取水（予定）量 ㎥／日

☑建物その他の

工作物の新築等

☐建物 ☑その他の工作物（太陽光発電設備、貯砂池、仮設道路）

☑新築 ☐改築 ☐増築

敷 地 面 積 3,500 ㎡

規模及び構造

太陽光ﾊﾟﾈﾙ(合計最大出力150kW) 1,000㎡、

駐車場(砂利舗装)400㎡、貯砂池(素掘)１か所、

仮設道路(ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装、幅3ｍ)延長45ｍ

☑立木竹の伐採

樹 種 スギ、ヒノキ

伐採種別 ☑主伐（☑皆伐 ☐単木択伐 ☐群状択伐）☐間伐

伐採面積 4,500 ㎡

開発行為の着手の予定年月日 令和６年 ２月 １日

開発行為の完了の予定年月日 令和７年 ３月 31日

添 付 書 類

☑水源保全地域内開発行為に係る健全な水循環の保全措置計画書

☑地形図 ☑概況図 ☑天然色写真 ☑平面図 ☐立面図（ 枚）

☑縦断面図（ １枚） ☑横断面図（ １枚） ☑構造図（ ３枚）

☑その他図面（ ２枚） ☑完了時における図面

開発区域の周辺住民への周知方法

☑説明会の開催（時 期： 令和５年10月１日、令和５年10月15日 ）

□その他 （具体的な方法： ）

□周知しない （理 由： ）

備 考

「開発行為の目的」から「開発行為の完

了の予定年月日」まで、及び「開発区域

の周辺住民への周知方法」は、様式第３

号と同じ内容を記入すること。

図面以外の書類(工程表等)の枚数も含めて

記入すること

※仮設構造物の構造図の枚数はこちらに

含めること

様式第３号の（注）の(6)の図面をいう

枚数の記入は不要

-16-



記入例

様式第５号（第５条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦型）

水源保全地域内開発行為に係る健全な水循環の保全措置計画書

（注）１ 環境要素の欄は、次の中から該当する項目を選択し、記載してください。

①地下水の水質の汚濁、②地表水の水質の汚濁、③地盤沈下、④地下水の変化、⑤河川流量の変

化、⑥海況の変化、⑦土壌・土砂の流出・堆積、⑧生態系の変化、⑨景観の変化、⑩住民生活の

変化、⑪水に関する文化の変化、⑫その他（具体的な要素を記載すること｡)

２ 影響予測の欄は、開発行為により予測される影響を具体的に記載してください。

開発行為を行おう

とする土地の区域

土地の所在

（地 番）
○○市○○町○○字○○XXXX
△△郡△△町△△字△△XXXX-X

地

目

山林

畑
面

積
4,500㎡

工事中又は

工事後の別
工種 環境要素 影響予測 影響に対する対策

工事中

工事中・

工事後

工事後

工事後

土工

伐採工

排水路

貯砂池

排水路

観測

②、⑦

④、⑦、⑧

②、⑦

⑨、⑩

掘削、盛土した土や仮置きした堆積

土砂等が雨天時に流出し、近隣の沢

や河川の濁度が上昇する等、水質に

影響を与える可能性がある。

伐採により水源涵養機能が低下する

ため、地下水の減少、豪雨時の土砂

流出量の増大、植生等の変化が生じ

る可能性がある。

排水側溝、貯砂池及び集水桝に土砂

が堆積し、排水や土砂流出防止の機

能が低下するおそれがある。

周辺に存在する果樹園で河川水を利

用しているほか、近隣の集落の生活

水としても河川水が利用されている

。水質の悪化や水量の変化が集落住

民の経済活動や日常生活に影響を与

える可能性がある。

仮置土は河川に流入するおそれが

少ない場所に置く。また、貯砂池

や排泥機能を有する集水桝を設け

て沢や河川への土砂流入量を抑制

する。（別添排水計画図参照）

伐採量を極力減らす、造成森林を

設ける等、低減、代償措置を行う

。植林しない法面には植生シート

を施工し、法面の崩落を極力防止

する。沈砂池により土砂流入量を

抑制する。舗装部分には浸透性の

高い素材を利用する。

排水側溝、貯砂池及び集水桝に堆

積した土砂の撤去を２ヵ月に１回

又は豪雨後に適宜実施し、機能の

維持に努める。

農業や集落の生活環境に影響が生

じないよう、工事後、河川水質項

目(BOD,DO等)について２ヵ月に１

回程度計測し、注視する。

土地の所在、地目、面積

は、様式第３号、第４号

と同じ内容を記入する

工事中に発生する影響な

のか、工事後に発生する

影響なのかを記入する

（工事中、工事後の両方

で影響が発生する場合

は、「工事中・工事後」

と記入する）

欄外(注)①～⑫から選択

する。⑫を選択した場合

は、内容を( )書きで具

体的に記入すること

添付図面等で対策の内容が確認

できること

※確認できない場合、届出者に

聞取り等を行うことがある

※記入した対策を行う(行った)

ことが確認できない場合、必要

に応じて指導を行う
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添付資料作成方法（例）

• 実在する土地の地図や写真等を使用し 、 水資源課で
作成した架空の例である

• 平面図と縦横断面図の地形は整合していない

-19-



開発区域

縮尺を明記してください。
※50,000分の１以上としてください。

※位置を示してください。

地名、河川、山の名前、寺や
建物等の目印が記載されて
いるものとしてください。
(適宜、加筆してもよい)

○○川

※実在する土地の地図を使用していますが、 水資源課で作成した架空の例です。

（資料③）開発行為届出に添付する地形図(例)

-20-



開発区域
※区域の外側を囲んでください。
　 管理用道路等を新設する場合は、
　 その区域も記載してください。

縮尺を明記してください。
※5,000分の１以上としてください。

1 : 5,000

※実在する土地の地図を使用していますが、 水資源で作成した架空の例です。

（資料④）開発区域及びその付近の状況を明らかにした概況図(例1:ドローン等で独自に撮影したもの)

地理院タイルに注釈等を追記して掲載

（資料④）開発区域及びその付近の状況を明らかにした概況図(例2:地図等に現況写真を貼り付けたもの)

※実在する土地の地図を使用していますが、 水資源課みずで作成した架空の例です。-21-



（資料⑤）写真帳(例)

全景写真
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（資料⑤）写真帳(例)

詳細写真①

・太陽光発電施設設置
　（施設北側より撮影）

詳細写真②

・太陽光発電施設設置
　（施設南側より撮影）

・管理道終点部

伐採・ 造成範囲

伐採・ 造成範囲

開発を行う範囲や、新築する
構造物の簡単なポンチ絵等を
記載してください。
（背景写真が隠れない程度の
簡易なもので構いません。）

管理道

詳細写真③

・管理道(入口)

　拡幅
　アスファルト舗装

詳細写真④

・管理道(中間点)

　拡幅
　アスファルト舗装

開発を行う範囲や、新築する
構造物の簡単なポンチ絵等を
記載してください。
（背景写真が隠れない程度の
簡易なもので構いません。）

管理道

管理道
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（資料⑥）平面図(例)

Ａ

Ａ '

①

①'

平　面　図

100m
1:2,500

01 平 面 図

（ 資料⑥）

A3:S=1:1000

開発する区域全体を明示してください。
（複数の図面になっても構いません。）

DL= 300.00

DL= 300.00

太陽光パネル設置範囲

太陽光パネル設置範囲

①-①'

Ⓐ-Ⓐ'

駐車場・管理用地

管理道路 沈砂地

（資料⑥，⑧）断面図(例)

縦 横 断 面 図

02 縦横断面図

（ 資料⑥、 ⑧）

A3:S=1:500

開発後の地形が断面図で示されている場合は、⑧「開発行為が完了した時における
開発区域及びその付近の地形図」の添付は不要です。
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（資料⑥）構造図(例)-1

発電設備構造図

03 発電設備構造図

（ 資料⑥）

○○○○

○○○○

○
○
○
○

○○○○ ○○○○

○○○○○○○○

モジュール詳細図

モジュール配置図
A3:S=1:500

（資料⑥）構造図(例)-2

排水計画平面図

04 排水計画図

（ 資料⑥）

U-240

勾
配
　
7.2%

U
-2
4
0

勾
配
　
4
.0
%

集水枡①
500*500*700集水枡③

800*800*1000

U-
24

0
勾

配
　

2.
0
%

U-3
00

勾配　7.3
%U-

40
0

勾
配
　
6.
0%

集水枡②
800*800*2500

排 水 計 画 図

HP-250
L=8.7m

PU-BOX300A
L=10.4m

排水施設断面図

沈砂地

DL= 300.00 L=2000

L=5500

L=1040

L.W .L▽301.40

H .W .L▽303.70

L.W .L▽299.95

H .W .L▽300.95

PU-BOX300A

A3:S=1:1000 A3:S=1:250

U-
2
40

勾
配

　
4.

0%
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（資料⑥）構造図(例)-3

05 排水施設構造図

（ 資料⑥）

排水施設構造図

集水枡構造図排水側溝構造図

排水暗渠構造図

A3:S=NoScale

A3:S=NoScale

A3:S=NoScale
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（資料⑦）施行方法(例)

１　工程表

R6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

R7
1 2 3

準備工

伐採工

土工

排水路工

貯砂池工

発電施設設置工

電気設備工

管理道設置工

後片付け・ 検査

２　仮設計画

仮排水計画図

仮貯砂池
H=700

土
水
路

W=
3
0
0
-
8
0
0

 
 
H
=5

0
0

勾
配

　
5
.2
%

U-
40
0

勾
配
　
6.
0%

集水枡②
800*800*2500

HP-250
L=8.7m

A3:S=1:1000

仮
設

道
路

土
水
路
W
=3
0
0
-8
0
0

 
 H
=5
0
0

勾
配
　
4.
0
%

・駐車場敷地造成前は、上記のとおり仮排水路を整備する。

・排水路の構造は、土水路(底幅300mm、上幅800mm、深さ500mm)

・排水状況を確認し、排水能力が不足する場合は適宜排水路を
　拡張、追加して対応する。

・濁水の河川への流入を防止するため、仮設道路下に仮貯砂池
　を設ける。（本排水路及び集水枡整備後に埋戻す。）

▽HWL

300

800

5
0
0

U-240

勾
配
　
7.2%

仮排水路断面図
A3:S=1:100

（資料⑦）施行方法(例)
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（資料⑨）地質断面図(例)

06 地質断面図

（ 資料⑨）

地 質 断 面 図

301.25

301.0

302.0

299.0

300.0

297.0

298.0

295.0

296.0

293.0

294.0

307.0

308.0

305.0

306.0

303.0

304.0

292.0

305.04

A3:S=1:400

▽地下水位 -5.90m

ボーリング調査を行わない簡易な開発行為である場合、
　近隣の柱状図又は既存の地質断面図を活用してください。

　（新たに調査を行う必要はありません。）

Ａ '

A3:S=1:1000

07 植生復元図

（ 資料⑩）

植 生 復 元 図

凡 例

残置森林

造成森林

植生シート

（資料⑩）植生の復元に関する計画を明らかにした図面(例)

植生の復元方法別に、平面図上に区域を明示してください。
立竹木の伐採を行わない場合は添付不要です。
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記入例

様式第６号（第５条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦型）

水源保全地域内開発行為変更届出書

令和５年11月１日

静岡県知事 川勝 平太 様

住 所

届出者

氏 名

静岡県○○市、△△町水源保全地域内における開発行為に関し届け出た事項に変更があったので、静

岡県水循環条例第18条第７項の規定により、次のとおり届け出ます。

（注） この様式には、次の書類を２部添付してください。

(1) 水源保全地域内開発行為変更概要書（様式第７号）

(2) 水源保全地域内開発行為に係る健全な水循環の保全措置変更計画書（様式第８号）

(3) 水源保全地域内開発行為届出書（様式第３号）に添付した次の書類のうち、変更の内容に係る

もの（変更後の内容を明示したもの）

ア 開発区域の位置を明らかにした縮尺５万分の１以上の地形図（道路地図等の写しでも可）

イ 開発区域及びその付近の状況（現況）を明らかにした縮尺5,000分の１以上の概況図（森林、

農地等を明示したもの。道路地図等の写しでも可）及び天然色写真（全景及び主な箇所を撮影

したもの）

ウ 開発行為の施行方法を明らかにした縮尺1,000分の１以上の平面図、立面図、断面図及び構

造図並びに開発行為の施行方法を示した書類

エ 開発行為が完了した時における開発区域及びその付近の地形図及び柱状断面図又は地質断面

図並びに植生の復元に関する計画を明らかにした縮尺1,000分の１以上の図面

開 発 行 為 の

届 出 年 月 日
令和５年10月10日

開発行為を行お

うとする土地の

区 域

土地の所在

（地 番）

○○市○○町○○字○○XXXX

△△郡△△町△△字△△XXXX-X

地

目

山林

畑

面

積
4,500㎡

変 更 の 内 容

１ 面積の変更

(変更前)4,500㎡ ⇒ (変更後) 4,200㎡

２ 敷地面積の変更

(変更前)3,500㎡ ⇒ (変更後) 3,300㎡

３ 規模及び構造の変更

(変更前)太陽光パネル1,000㎡(出力150kW)

⇒(変更後)太陽光パネル 900㎡(出力135kW)

４ 伐採面積の変更

(変更前)4,500㎡ ⇒ (変更後) 4,200㎡

変 更 の 理 由

地域住民や△△町から、北側エリアに希少生物である●●が生息しているので配慮

するよう意見があったため、北側エリアの一部施行区域を見直し、縮小するもので

ある。

開発区域の周辺住民への周知方法

□説明会の開催（時 期： ）

☑その他 （具体的な方法：区長への訪問説明及び住民への回答書の配布 ）

□周知しない （理 由： ）

420-XXXX
静岡市葵区○○町X番X号

水資源株式会社
代表取締役 環境 太郎

当初の届出書の右上に記入

した届出年月日を記入する

変更前後の内容がわかる

ように記入すること

変更内容を住民に周知する

方法を記入すること

「土地の所在」「地目」

「面積」は、当初の届出書

に記入した内容を転記する
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記入例

様式第７号（第５条関係）(用紙 日本産業規格Ａ４縦型)

水源保全地域内開発行為変更概要書

開発行為を行お

うとする土地の

区 域

土地の所在

（地 番）

○○市○○町○○字○○XXXX

△△郡△△町△△字△△XXXX-X

地

目

山林

畑

面

積
4,500㎡

変 更 の 内 容

１ 面積の変更

(変更前)4,500㎡ ⇒ (変更後) 4,200㎡

２ 敷地面積の変更

(変更前)3,500㎡ ⇒ (変更後) 3,300㎡

３ 規模及び構造の変更

(変更前)太陽光パネル1,000㎡(出力150kW)

⇒(変更後)太陽光パネル 900㎡(出力135kW)

４ 伐採面積の変更

(変更前)4,500㎡ ⇒ (変更後) 4,200㎡

変 更 の 理 由

地域住民や△△町から、北側エリアに希少生物である●●が生息しているので配

慮するよう意見があったため、北側エリアの一部施行区域を見直し、縮小するも

のである。

添 付 書 類

☑水源保全地域内開発行為に係る健全な水循環の保全措置変更計画書

☐地形図 ☐概況図 □天然色写真 ☑平面図 ☐立面図（ 枚）

☑縦断面図（ １枚） ☑横断面図（ １枚） ☑構造図（ ２枚）

☐その他図面（ 枚） ☑完了時における図面

開発区域の周辺住民への周知方法

□説明会の開催（時 期： ）

☑その他 （具体的な方法：区長への訪問説明及び住民への回答書の配布 ）

□周知しない （理 由： ）

「開発行為を行おうとする土地の区域」

から「変更の理由」まで、及び「開発区

域の周辺住民への周知方法」は、様式第

６号と同じ内容を記入すること。

「土地の所在」「地目」

「面積」は、当初の届出書

に記入した内容を転記する
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記入例

様式第８号（第５条関係）（用紙 日本産業規格Ａ４縦型）

水源保全地域内開発行為に係る健全な水循環の保全措置変更計画書

開発行為を行お

うとする土地の

区 域

土地の所在

（地 番）

○○市○○町○○字○○XXXX

△△郡△△町△△字△△XXXX-X

地

目

山林

畑

面

積
4,500㎡

変 更 の 内 容

１ 以下の内容を追加する

(工事中又は工事後の別)

工事中・工事後

(工種)

土工・伐採工

(影響予測)

北側の山林に生息する希少生物（●●等）の生息域が減少する。

(影響に対する対策)

北側の造成範囲を最小限にし、生息域への影響を軽減する。

工事中にあっては、施工機械を騒音の少ないものにするなど、騒音・振動に最大限

配慮する。

変 更 の 理 由

地域住民や△△町から、北側エリアに希少生物である●●が生息しているので

配慮するよう意見があったため、北側エリアの一部施行区域を見直し、縮小す

るものである。

様式第６号の内容変更に伴い、健全な水循環へ

の影響が変化することや、新たな対策を講じる

必要があるかどうかを入念に検討すること。

「土地の所在」「地目」

「面積」は、当初の届出書

に記入した内容を転記する
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添付資料作成方法（例）

• 実在する土地の地図や写真等を使用し 、 水資源課で
作成した架空の例である

• 平面図と縦横断面図の地形は整合していない
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平面図(変更)(例)

Ａ

Ａ '

①

①'

平 面 図 (変更)

100m
1:2,500

01 平面図(変更)

A3:S=1:1000

開発する区域全体を明示してください。
（複数の図面になっても構いません。）

（ 資料⑥）

区域縮小

変更箇所を明示してください。

DL= 300.00

DL= 300.00

太陽光パネル設置範囲

太陽光パネル設置範囲

①-①'

Ⓐ-Ⓐ'

駐車場・管理用地

管理道路 沈砂地

断面図(変更)(例)

縦横断面図(変更)

02 縦横断面図(変更)

（ 資料⑥、 ⑧）

A3:S=1:500

開発後の地形が断面図で示されている場合は、⑧「開発行為が完了した時における
開発区域及びその付近の地形図」の添付は不要です。

区域縮小

変更箇所を明示してください。
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構造図(変更)(例)-1

発電設備構造図(変更)

03 発電設備構造図(変更)

（ 資料⑥）

○○○○

○○○○

○
○
○
○

○○○○ ○○○○

○○○○○○○○

モジュール詳細図

モジュール配置図
A3:S=1:500

変更箇所を明示してください。

構造図(変更)(例)-2

排水計画平面図

04 排水計画図(変更)

（ 資料⑥）

U-240

勾
配
　
7.2%

U
-2
4
0

勾
配
　
4
.0
%

集水枡①
500*500*700集水枡③

800*800*1000

U-
24

0
勾

配
　

2.
0
%

U-3
00

勾配　7.3
%U-

40
0

勾
配
　
6.
0%

集水枡②
800*800*2500

排水計画図(変更)

HP-250
L=8.7m

PU-BOX300A
L=10.4m

排水施設断面図

沈砂地

DL= 300.00 L=2000

L=5500

L=1040

L.W .L▽301.40

H .W .L▽303.70

L.W .L▽299.95

H .W .L▽300.95

PU-BOX300A

A3:S=1:1000 A3:S=1:250

U-
2
40

勾
配

　
4.

0%

変更

変更箇所を明示
してください。
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Ａ '

A3:S=1:1000

06 地質断面図(変更)

（ 資料⑩）

植生復元図(変更)

凡 例

残置森林

造成森林

植生シート

植生の復元に関する計画を明らかにした図面(変更)(例)

植生の復元方法別に、平面図上に区域を明示してください。
立竹木の伐採を行わない場合は添付不要です。

変更箇所を明示してください。

残置森林に変更
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